
個人情報ファイルの名称 剪定枝等の戸別収集に関する事務ファイル 
市の機関の名称 市長 
個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

環境部 清掃計画課 

個人情報ファイルの利用目的 剪定枝等の戸別収集業務を受託した事業者が、家庭
等からの剪定枝等の収集依頼を受け付け、収集日を
決定し収集する 

記録項目 １氏名、２住所、４連絡先 
記録範囲 収集依頼者 
記録情報の収集方法 本人からの申出 
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 
開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）野田市鶴奉 7－1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第60条第2項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当
するファイル 
□有 ■無 

備 考  
 



個人情報ファイルの名称 指定ごみ袋引換券交付事務ファイル 
市の機関の名称 市長 
個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

環境部 清掃計画課 

個人情報ファイルの利用目的 住民登録のある全ての世帯主及び加算対象となる者
に対し指定ごみ袋引換券を交付する 

記録項目 １氏名、２住所、３年齢・生年月日、４連絡先、５
個人識別符号、６家族情報、７障害年金の受給に関
する情報 

記録範囲 住民登録のある全ての世帯主及び加算対象となる者 
記録情報の収集方法 市民課（住基情報）からの提供及び加算対象者者か

らの申請 
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 
開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）野田市鶴奉７－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第60条第2項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当
するファイル 
□有 ■無 

備 考  
 



個人情報ファイルの名称 狂犬病の予防等に関する事務ファイル 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

環境部 環境保全課 

個人情報ファイルの利用目的 犬の所有者 

記録項目 1 氏名、2住所、3連絡先、4所有する犬の情報 

記録範囲 犬の登録を申請した所有者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 犬の所在地の変更等に伴う他市町村への提供 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称） 総務部 総務課 

（所在地）野田市鶴奉 7番地の１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当
するファイル 
□有 ☑無 

備 考  
 



個人情報ファイルの名称 省エネ家電製品買換促進補助金交付事務に関する事

務ファイル 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

環境部 環境保全課 

個人情報ファイルの利用目的 補助金交付状況確認 

記録項目 1 氏名、2住所、3連絡先、4個人識別符号、5家族情

報、6税情報、7口座情報、8買換前の家電に関する

挙証書類、9買換後の家電に関する挙証書類 

記録範囲 補助金を申請した者の情報 

記録情報の収集方法 本人からの届出、市の機関から収集（収税課） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称） 総務部 総務課 

（所在地）野田市鶴奉 7番地の１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当
するファイル 
□有 ☑無 

備 考  
 


